
各　種　申　請　・　許　可各　種　申　請　・　許　可各　種　申　請　・　許　可各　種　申　請　・　許　可

　医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師
　臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、
　管理栄養士、歯科技工士

総務企画課企画指導係
４２－９３１３

　准看護師免許、栄養士免許、毒物劇物取扱責任者、麻薬取扱者免許
　総務企画課企画指導係

４２－９３１３

　製菓衛生師免許、ふぐ処理師免許
　保健衛生課食品衛生係

４２－９３７８

　調理師免許
　健康増進課健康増進係

４２－９３４５

健康増進課健康増進係

４２－９３４５

　病院・診療所開設許可、 病院・有床診療所使用許可、 無床診療所開設届出
　薬局・医薬品販売業許可、 薬局製剤製造業･薬局製剤製造販売業許可、
　毒物劇物販売業登録、　医療機器販売賃貸業許可・届出

　食品営業許可
　保健衛生課食品衛生係

４２－９３７８

４２－９３０９

　生活保護法に関する指定医療機関、指定介護機関
総務企画課医療扶助係

４２－９３１４

　介護保険に関する居宅介護支援事業者 社会福祉課

　結核指定医療機関の指定申請
保健衛生課感染症係

４２－９３７９

　指定介護（予防）サービス事業者
４２－９３１５

　障害者自立支援法に関する指定障害福祉サービス事業所

　被爆者一般疾病医療機関の指定申請
健康増進課健康増進係

４２－９３４５

　受胎調節実地指導員の指定
健康増進課健康増進係

４２－９３４５

総務企画課企画指導係
４２－９３１３

　旅館業営業許可、公衆浴場業営業許可、興行場営業許可、
　理容所・美容所開設届出、クリーニング所営業届出、遊泳用プール設置届出
　特定建築物届出、建築物清掃業者等登録、特定動物飼養許可、
　動物取扱業届出、水道に関する届出

　特定給食施設届出

保健衛生課生活衛生係

厚生労働大臣免許

県知事免許・資格

許可・届出・登録等

指定機関の申請・受付
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（健康増進課 健康増進係）

各　種　助　成　・　申　請　等各　種　助　成　・　申　請　等各　種　助　成　・　申　請　等各　種　助　成　・　申　請　等

　事業開始、事業継続、住宅、就職支度、技能習得、生活、転宅、修学、修業、

  就学支度、医療介護、結婚

☆　妊娠中毒症等療養援護 （健康増進課 健康増進係）

　　妊娠高血圧症候群（妊娠中毒症）・糖尿病・貧血・産科出血・心疾患に罹っている妊産

　婦の方が、早めに適切な医療を受けることができるように、医療費の助成を行っています。

　　なお、入院期間が７日以上の方が対象ですが、所得により対象にならない場合がありま

　す。

☆　不妊治療費の助成 （健康増進課 健康増進係）

　　不妊治療（体外受精、顕微授精）を受けられているご夫婦に治療費の助成を行っていま

　す。なお、所得により対象にならない場合があります。

☆　先天性代謝異常等検査　（健康増進課 健康増進係）

　　フェニルケトン尿症等の先天代謝異常等の検査を行っています。

　　これらの病気は、早い時期に発見できれば、薬などで治療することができることから、

　出産時に医療機関で新生児の血液検査を行っています。

　　　＝検査料は無料、採血料等の費用は有料＝

☆　乳幼児発達診査事業＝予約制＝　　（健康増進課 健康増進課係）

　　成長発達の遅れや精神・運動面に何らかの問題がある乳幼児に対して、小児科医師や作

　業療法士・言語聴覚士・臨床心理士による発達の診察や相談・訓練を年８回実施していま

　す。

☆　母子寡婦福祉資金の貸付（社会福祉課）

　　　母子家庭や寡婦に対して、次の１２種類の福祉資金の貸付申請を受け付けています。

　　　この申請に対し、審査のうえ貸付を行っています。

☆　特定疾患医療費公費負担制度、小児慢性特定疾患医療費公費負担制度

　　難病のうち、原因が不明で治療方法が確立していない特定疾患に対し、研究・治療方法

　の確立を図るとともに、特定疾患患者の医療費の負担軽減を目的に申請受付・交付を行っ

　ています。なお、所得に応じて、一部自己負担があります。

　　特定疾患は５６の疾患が、小児慢性特定疾患は１１の疾患群（５１４疾患）が対象と

　なっています。

　

　　（疾病の一覧は、Ｐ40～41を参照）

☆　母子家庭自立支援給付金の支給（社会福祉課）

　　母子家庭の母に対して、就職に有利な資格の取得促進のための給付金を支給します。

　（該当要件があります。）

女性と子どものために

難病で困っている方のために
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（健康増進課 健康増進係）

（健康増進課 健康増進係）

（保健衛生課 感染症係）

☆ 被爆者援護法による各種手当ての認定申請の受付、及び健康診断

　　原爆の放射能に起因する健康被害に苦しむ被爆者の健康の保持及び増進、ならびに福祉

　の向上を図るための総合的な援護対策のうち、被爆者手帳、健康管理手当等の各種手当て

　の認定申請を受け付けています。

　　また、被爆者を対象として、年２回の定期健康診断及び希望健康診断を医療機関に委託

　して実施しています。

　医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、

　介護手当、家族介護手当、葬祭料

☆　肝炎治療特別促進事業による治療費の助成

　　Ｂ型及びＣ型肝炎ウイルスに感染し、インターフェロン治療並びにＢ型肝炎に対して行

　われる核酸アナログ製剤治療を受ける方に対し、医療費の一部助成を行っています。

☆ 結核医療費の公費負担

　　結核患者やその保護者が、結核医療費の一部について公費負担を受けるための申請を受

　け付けています。

原爆で被爆された方のために

B型及びC型肝炎対策

結核対策
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